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□  第５９回 福島県公立学校退職校長会会津大会日程･･･････････････････････ ２ 

 ⅠⅠ  開開  会会  式式･･･････････････････････････････････････････････････････････ ２ 

 ⅡⅡ  講講      演演･･･････････････････････････････････････････････････････････ ３ 

    演題 「米焼酎ねっか 只見で生き抜く」 

    講師  合同会社ねっか代表  脇
わき

 坂
ざか

 斉
よし

 弘
ひろ

 様 

 ⅢⅢ  体体 験験 発発 表表  

  １ 伊達支部･･･････････････････････････････････････････････････････････ ４ 

    写真人生「かきくけこ」               矢 舘 実 也 

  ２ 田村支部･･･････････････････････････････････････････････････････････ ５ 

   「支部の現状と活性化に向けた課題」 

～会員の交流を軸とした持続可能な会活動を目指して～ 

佐久間光春・管野正秀・遠藤さとみ・吉田勇 

                 安瀬一正・御代田進一・箭内良一・堂山昭夫 

  ３ 双葉支部･･･････････････････････････････････････････････････････････ ６ 

    「震災と事故後１４年、双葉の今」          小野田 敏 之 

ⅣⅣ  大大 会会 宣宣 言言･･･････････････････････････････････････････････････････････ ７ 

ⅤⅤ  閉閉  会会  式式･･･････････････････････････････････････････････････････････ ８ 

  ■ 参考資料 令和７年度「要望活動」の方針･････････････････････････････ ９ 

  ■ 参考資料 県大会及び体験発表支部･･･････････････････････････････････１０ 

  ■ 大会役員・大会実行委員･････････････････････････････････････････････１１ 

  ■ 福島県公立学校退職校長会役員･･･････････････････････････････････････１２ 

  ■ 福島県公立学校退職校長会会則等･･･････････････････････････････１３～１５

 目目    次次  
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 第第５５９９回回  福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会会会津津大大会会日日程程 

 

 

10:00 10:30      11:10   11:20           12:20         13:20          14:30   14:40       14:50     15:00 
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(30) 

 

開会式 

 

(40) 

休憩 

 

(10) 

講 演 

 

(60) 

昼食・懇談 

 

（60） 

体験発表 

 

(70) 

休憩 

 

(10) 

大会宣言 

 

(10) 

閉会式 

 

(10) 

 

 

 開開    会会    式式                            1100::3300～～1111::1100 

      

  ▬ 物故会員への黙祷 ▬ 

 

１  開式のことば 

      

２  国歌斉唱 

      

３  会長あいさつ 

      

４  大会実行委員長あいさつ 

 

５  来賓あいさつ 

    （１）福島県教育委員会教育長 様 

    （２）南会津町長 様 

 

６  来賓紹介・祝電披露 

 

７  閉式のことば 
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                                                                       講講    演演                                  1111::2200～～1122::2200 

 

演題  「米焼酎ねっか 只見で生き抜く」 

講師 合同会社ねっか代表  脇
わき

 坂
ざか

 斉
よし

 弘
ひろ

 様  

 

【【講講師師紹紹介介】】 

 1974年(S49) 

 1997年(H 9) 

 

 2000年(H12) 

 

 2012年(H24) 

 2015年(H27) 

 2016年(H28) 

 2017年(H29) 

 

 2020年(R 2) 

 2021年(R 3) 

 

 

【【講講演演要要旨旨】】 

 

郡山市安積町生まれ 

日本大学工学部建築学科卒業 

菅野建設株式会社入社 

南会津旧南郷村に移住 

花泉酒造合名会社入社 

専務就任 

福島県清酒アカデミー酒造士認定 

合同会社ねっか設立 代表就任 

食農価値創造研究舎株式会社 

CMO就任 

株式会社季の郷湯ら里 取締役就任 

奥会津ねっか株式会社代表取締役 

社長就任 

 

○ 『米焼酎ねっか』が生まれるまで 

 郡山に生まれ育ち、大学卒業後は建築の道に進んだが、結婚を機に南会津に移住し、

酒蔵「花泉」で日本酒造りに携わる。そこで過疎地の抱える切実な課題（地域産業の衰

退、若者の流失、進む少子高齢化など）に直面し、その解決に向けた一歩として、地元

の素材を活かし新しい事業を興して、働く場を提供できないかと考えるようになった。 

○ 地域への思い 

 美しく豊かな自然とおいしい水、そして純朴な地域の人々。只見にはたくさんの宝物

がある。こんなすばらしい地域がずっと続いていって欲しいとの願いから、米農家仲間

とともに活動をはじめた。 

○ 子どもたちへの夢 

 子どもたちは地域の宝であり未来である。その子どもたちに身近な自然とのふれあい

や就労体験の機会を提供し、地域に誇りをもって持続可能な社会の実現に向けて努力し

続ける人間に成長していって欲しいと願っている。 

 

演題 「米焼酎ねっか 只見で生き抜く」
講師 合同会社ねっか代表 脇 坂 斉 弘 様

わき ざか よし ひろ

【【講講師師紹紹介介】】

1974年(S49) 郡山市安積町生まれ

1997年(H9) 日本大学工学部建築学科卒業

菅野建設株式会社入社

2000年(H12) 南会津旧南郷村に移住

花泉酒造合名会社入社

2012年(H24) 専務就任

2015年(H27) 福島県清酒アカデミー酒造士認定

2016年(H28) 合同会社ねっか設立 代表就任

2017年(H29) 食農価値創造研究舎株式会社

CMO就任

2020年(R2) 株式会社季の郷湯ら里 取締役就任

2021年(R3) 奥会津ねっか株式会社代表取締役

社長就任

【【講講演演要要旨旨】】

○ 『米焼酎ねっか』が生まれるまで

郡山に生まれ育ち、大学卒業後は建築の道に進んだが、結婚を機に南会津に移住し、

酒蔵「花泉」で日本酒造りに携わる。そこで過疎地の抱える切実な課題（地域産業の

衰退、若者の流失、進む少子高齢化など）に直面し、その解決に向けた一歩として、

地元の素材を活かし新しい事業を興して、働く場を提供できないかと考えるようにな

った。

○ 地域への思い

美しく豊かな自然とおいしい水、そして純朴な地域の人々。只見にはたくさんの宝

物がある。こんなすばらしい地域がずっと続いていって欲しいとの願いから、米農家

仲間とともに活動をはじめた。

○ 子どもたちへの夢

子どもたちは地域の宝であり未来である。その子どもたちに身近な自然とのふれあ

いや就労体験の機会を提供し、地域に誇りをもって持続可能な社会の実現に向けて努

力し続ける人間に成長していって欲しいと願っている。
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【 講 演 メ モ 】 
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【 講 演 メ モ 】 
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 体体    験験    発発    表表                      1133::2200～～1144::3300 

１１  写写真真人人生生「「かかききくくけけここ」」    

伊伊達達支支部部    矢矢  舘舘  実実  也也  

１１  ププロロフフィィーールル    「「ふふるるささととのの山山にに向向ひひてて言言ふふここととななしし・・・・・・」」  

  出出身身：：南南会会津津郡郡下下郷郷町町湯湯野野上上  江江川川小小学学校校  下下郷郷中中学学校校  

  現現在在：：福福島島県県写写真真連連盟盟副副会会長長  福福島島写写心心会会所所属属  

２２  写写真真人人生生  

    かか  感感動動感感謝謝  

          自自然然やや人人間間のの美美にに心心をを震震わわせせ、、  

          出出逢逢いいにに感感謝謝すするる。。  

  

きき  記記録録記記憶憶  

        変変遷遷をを記記録録すするるととととももにに、、  

        記記憶憶にに残残るる作作品品をを創創るる。。  

  

くく  工工夫夫苦苦労労  

        創創意意工工夫夫でで個個性性をを出出しし、、  

        労労をを惜惜ししままずずにに出出掛掛けけるる。。  

  

けけ    健健脚脚健健康康  

          脚脚ををフフルルにに生生かかししてて探探訪訪しし、、  

          心心身身のの鍛鍛錬錬にに資資すするる。。  

  

    ここ    交交流流貢貢献献  

写写真真をを縁縁にに交交流流をを広広めめ、、  

        社社会会にに貢貢献献すするる。。  

  

３３  今今後後のの展展望望      

①① 写写真真展展のの開開催催  

２２００２２７７年年  「「かかききくくけけ古古希希展展」」  

※※会会場場未未定定  

２２００２２８８年年  第第３３回回「「大大塩塩展展」」  

※※協協賛賛  後後藤藤  修修先先生生（（福福島島支支部部））  

②② 写写真真集集のの出出版版  

タタイイトトルル「「歌歌写写歌歌写写」」（（仮仮））  

  

  
  

東東
城城  

  
  
  
  
  

趙趙  

孟孟
頫頫  

野野
店店
桃桃
花花
紅紅
粉粉
姿姿  

  

陌陌
頭頭
楊楊
柳柳
緑緑
煙煙
絲絲  

不不
因因
送送
客客
東東
城城
去去  

  

過過
卻卻
春春
光光
總總
不不
知知  
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２２  支支部部のの現現状状とと活活性性化化にに向向けけたた課課題題  

～～会会員員のの交交流流をを軸軸ととししたた持持続続可可能能なな会会活活動動をを目目指指ししてて～～  

  

田田村村支支部部  佐佐久久間間光光春春・・管管野野正正秀秀・・遠遠藤藤ささととみみ・・吉吉田田勇勇  

                            安安瀬瀬一一正正・・御御代代田田進進一一・・箭箭内内良良一一・・堂堂山山昭昭夫夫      

 

１１  ははじじめめにに  

原発事故、コロナ禍、少子高齢化、役職定年の開始や年金制度の改正等により、退職校長を取

り巻く環境は大きく変化している。私たちは、支部や会員、退職校長の置かれた状況を把握し、

会員同士の交流を軸とした持続可能な会活動を模索していきたい。 

  

２２  現現状状とと課課題題  

（１）地区内の学校数減少に伴う会員数の変化 

（２）様々な制度変更に対する不安や悩みの把握 

〇 役職定年と退職年齢の引き上げへの不安   

〇 入会の意思、入会の時期 

〇 会員・退職校長の就労状況 

〇 活動年齢の高齢化  

  

３３  魅魅力力ああるる会会活活動動をを目目指指ししてて  

（１）組織・運営の見直し 

〇 所属意識を高め、主体的な活動参加を促すための専門部設置  

「研修部」「広報部」「調査部」 

〇 会費徴収方法の変更や会報等文書配付手段の変更 

〇 情報共有や連絡が容易にできるデジタル化の推進 

（２）交流（親睦）活動の工夫 

  〇 会報を通した会員交流の活発化 

  〇 研修旅行の継続 

  〇 新たな交流活動の提案 

（３）社会貢献活動の活性化 

  〇 地域社会や個々の所属組織における活動の継続 

  〇 学校支援活動へのイメージ共有と登録 

（４）現職校長との交流と情報発信 

  〇 交流会、退職予定校長訪問 

  〇 現職校長へのアンケート実施（悩み把握、教育支援要望把握） 

  

４４  ままととめめ  

  支部の現状や課題、今後の会活動の方向性について多くの会員と協議し、共通理解を図ること

ができた。今回の発表は途中経過の部分も多く、今後一層の取組が必要であると認識している。 

  他支部のアドバイスや情報提供をお待ちしています。 
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３３  「「震震災災とと事事故故後後１１４４年年、、双双葉葉のの今今」」  

 

双双葉葉支支部部  小小野野田田  敏敏  之之  

１１  ははじじめめにに  

  ◯  多くの皆様方の御支援に感謝 

  ◯  思い出の南会津 

 

 

２２  現現在在のの双双葉葉地地方方  

（１）郡内の状況 

    ・ 現在も残る「帰還困難区域」 

    ・  学校の現状 

 

（２）支部会員の避難状況 

    ・  本年度の会員数 102 名 

    ・  県外避難 14名、県内避難 74名 

       双葉郡内への帰還 14名 

                                           「双葉の灯は消さない－東日本大震災と東京                           

原子力発電所事故の記録と記憶－」（第２集） 

  

３３  双双葉葉支支部部のの取取りり組組みみ  

（１）「 双葉の灯は消さない（第１・２集  」の発行 

    ・  震災後 5年めの平成 28年に第 1集、10年め令和 4年に第 2集発刊 

    ・  震災後の今を記録に残し、会員相互で確認し合うために 

 

（２）学校訪問 

    ・  郡内学校の現状を把握し、校長を始めとする教職員激励のために 

 

（３）クラブ活動の再開 

    ・  令和 2年より 2つの同好会が再開 

 

（４）校長会との懇親会 

    ・  当面する課題や退職後の活動について 

      情報交換と親睦を深めるために 

    ・  令和 5年、13年ぶり双葉郡内開催 

 

４４  終終わわりりにに  

  ◯  双葉の灯は消さない 

                                                 現職校長会との懇親会「紅葉会」 
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 大大    会会    宣宣    言言                      1144::4400～～1144::5500 

 

大  会  宣  言 

  

私たち福島県公立学校退職校長会は、創立以来、先人の教育に寄せる熱い思いと献身的な取組を

継承して半世紀にわたる歴史を重ねて来た。この間、自らの生活の向上、地域社会の伸展、そして

本県並びに我が国の教育振興への寄与と発展のために様々な取組を行ってきた。 

しかしながら、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故によって、私たちの生活は

大きく様変わりし、１４年が経過した。被災地区においては現在もなお事故の収束と復興・創生へ

の遠い道のりが続いている。 

このような中にあって、私たちは、本会の存在意義を改めて見つめ直し「双葉の灯を消さない」

よう、組織のもつ力を活かすとともに、これまで積み重ねてきた会員一人一人の経験と知恵を活か

し、ふるさと復興・創生の支援活動、並びに本会・・各支部活動を積極的に展開しているところであ

る。 

 こうした状況を踏まえ、第５９回会津大会の開催にあたり、下記事項の実現に向け、その決意を

宣言するものである。 

 

記 

 

一一  会員相互のふれあいを一層深め 魅力ある会の創造を目指し 組織の拡大に努めます  

 

一一  人生１００年時代を迎え 各種制度充実のため 要望活動の強化に努めます  

  

一一  グローカル市民として 地域や地球課題を見据え 社会貢献活動に尽力します  

 

一一  本県並びに我が国の教育が 持続可能な地域を担う人材育成に 転換できるよう支援します  

        

一一  未来を担う子どもたちを育むため 教育予算の大幅拡充を 求めていきます  

  

一一  双葉支部の更なる活動充実のため 運営や活動等へのサポートを 継続します 

 

  

令和７年６月１０日 

 

第５９回 福島県公立学校退職校長会会津大会 

  

  

  

※ グローカル：地域性を考慮しながら地球規模の視点で考え、行動すること。  
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 大大    会会    宣宣    言言                      1144::4400～～1144::5500 

 

大  会  宣  言 

  

私たち福島県公立学校退職校長会は、創立以来、先人の教育に寄せる熱い思いと献身的な取組を

継承して半世紀にわたる歴史を重ねて来た。この間、自らの生活の向上、地域社会の伸展、そして

本県並びに我が国の教育振興への寄与と発展のために様々な取組を行ってきた。 

しかしながら、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故によって、私たちの生活は

大きく様変わりし、１４年が経過した。被災地区においては現在もなお事故の収束と復興・創生へ

の遠い道のりが続いている。 

このような中にあって、私たちは、本会の存在意義を改めて見つめ直し「双葉の灯を消さない」

よう、組織のもつ力を活かすとともに、これまで積み重ねてきた会員一人一人の経験と知恵を活か

し、ふるさと復興・創生の支援活動、並びに本会・・各支部活動を積極的に展開しているところであ

る。 

 こうした状況を踏まえ、第５９回会津大会の開催にあたり、下記事項の実現に向け、その決意を

宣言するものである。 

 

記 

 

一一  会員相互のふれあいを一層深め 魅力ある会の創造を目指し 組織の拡大に努めます  

 

一一  人生１００年時代を迎え 各種制度充実のため 要望活動の強化に努めます  

  

一一  グローカル市民として 地域や地球課題を見据え 社会貢献活動に尽力します  

 

一一  本県並びに我が国の教育が 持続可能な地域を担う人材育成に 転換できるよう支援します  

        

一一  未来を担う子どもたちを育むため 教育予算の大幅拡充を 求めていきます  

  

一一  双葉支部の更なる活動充実のため 運営や活動等へのサポートを 継続します 

 

  

令和７年６月１０日 

 

第５９回 福島県公立学校退職校長会会津大会 

  

  

  

※ グローカル：地域性を考慮しながら地球規模の視点で考え、行動すること。  
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 閉閉    会会    式式                            1144::5500～～1155::0000 

 

 

     １  開式のことば 

 

 

     ２  次期開催ブロック支部代表あいさつ 

 

 

     ３  閉式のことば 
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参考資料 令令和和７７年年度度「「要要望望活活動動」」のの方方針針 

１  県事務局の要望活動 

(1)  震災後の要望書は、「東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故」の被災に鑑み、こ

れまで本県教育に携わってきた立場から、学校教育のさらなる充実と会員の生活の再建・安定とい

う喫緊の課題に焦点化・重点化した内容としてきたが、ＩＣＴ化など「児童生徒及び教職員の喫緊

の課題と対応」について、さらには優秀な教員の確保等についても勘案したものとする。 

  ＊今後，状況の変化・推移や現職校長会との教育懇談会における意見等を踏まえて加除修正することもある。 

  (2)  県事務局としての教育に関する要望活動は、県小・中学校長会及び県高等学校長協会等の要望事

項を踏まえ、県教育委員会に対して懇談会形式で行う。 

  (3)  年金・医療などの福祉関係の要望活動は、全国連合退職校長会及び福島県退職公務員連盟と連携、

協力して推進する。 

２  各支部の要望活動 

  (1)  県事務局作成の教育関係要望事項を参考に、各市町村教育委員会教育長に対して具体的な要望活

動を行う。 

  (2)  県事務局作成の年金・医療保険・介護保険関係要望事項を参考に、各市町村長に対して要望活動

を行う。 

  (3)  各支部・地域の実情に即した要望事項については、各支部ごとに、必要な機関・団体に対してそ

れらに関する要望活動を行う。（特に、中核市行政に配慮した内容等については、本要望事項を基

に付加して行う。） 

    ＊各支部ごとの要望書には、県会長名と支部長名を併記する。 

３ 要望内容    
１  本県（当地区）学校教育の復興・充実のため，国（・県）との連携の下、将来を見据え、さらなる教育諸条件

の整備・充実に努めていただきたい。 

  (1)  豊かで活力のある「誰一人も取り残さない」社会の実現のため、学習指導要領を踏まえた持続可

能な開発のための教育ESD・SDGsを積極的に推進していただきたい。また、第７次福島県総合教育

計画の具現化のために、十分な教育予算の確保に努めていただきたい。 

  (2)  行政・教育関係団体・地域等が連携して持続可能な学校への支援体制を整備するとともに、教員

の魅力を積極的・計画的に発信し、優秀な教員を確保していただきたい。また、引き続き教員を支

えるチーム学校推進のための優秀なスタッフの配置継続と増員に努めていただきたい。 

 (3)  学力や体力の向上、いじめ、虐待、不登校等生徒指導上の諸問題や健康教育、放射線教育を含め

た震災･防災教育等に対し、課題解決に向けた効果的な施策等を企画・実行していただきたい。特

にSNS等に起因する問題等に対し、部局を超えた横断的な連携体制を確立するとともに、ネットリ

テラシー教育の充実に努めていただきたい。 
  (4)  施設等の耐震化・老朽化対策を早急に講じるとともに、児童生徒が安全で安心して学べる教育環

境及び施設・設備の充実に努めていただきたい。 

２  年金生活者や高齢者の生活の保障・安定を図るとともに、年金制度及び保険･医療･福祉等の充実、退職

者の再任用や講師の登用等について、関係機関に強く要望していただきたい。 

(1)  未だ被災により避難を余儀なくされている年金生活者や高齢者の生活の再建と安定のために、引

き続き特段のご高配をいただきたい。 
(2)  公務員制度の一環としての「厚生年金制度」の趣旨を生かし、安定した年金生活が今後とも保障

されるよう，特段のご高配をいただきたい。 
(3)  医療保険制度や介護保険制度における高齢者負担軽減についての改革にご高配をいただきたい。 
(4)  退職後の生活が保障されるよう、退職者の再任用や講師の登用等について特段のご高配をいただ

きたい。 

３ その他 

(1)  児童生徒をはじめ学校、地域住民の安心・安全を担保するため、地域の特性を踏まえ、地球温暖

化の影響による自然災害の激甚化や複合的な災害にも多層的に備えることができる実効的な対策を

早急に講じていただきたい。 
※ 要望書の提出先の違いによって、要望内容の順序や文言を入れ替える。 

１ 県事務局の要望活動

(1) 震災後の要望書は、「東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故」の被災に鑑み、こ

れまで本県教育に携わってきた立場から、学校教育のさらなる充実と会員の生活の再建・安定と

いう喫緊の課題に焦点化・重点化した内容としてきたが、ＩＣＴ化など「児童生徒及び教職員の

喫緊の課題と対応」について、さらには優秀な教員の確保等についても勘案したものとする。

＊今後、状況の変化・推移や現職校長会との教育懇談会における意見等を踏まえて加除修正することもある。

(2) 県事務局としての教育に関する要望活動は、県小・中学校長会及び県高等学校長協会等の要望

事項を踏まえ、県教育委員会に対して懇談会形式で行う。

(3) 年金・医療などの福祉関係の要望活動は、全国連合退職校長会及び福島県退職公務員連盟と連

携、協力して推進する。

２ 各支部の要望活動

(1) 県事務局作成の教育関係要望事項を参考に、各市町村教育委員会教育長に対して具体的な要望

活動を行う。

(2) 県事務局作成の年金・医療保険・介護保険関係要望事項を参考に、各市町村長に対して要望活

動を行う。

(3) 各支部・地域の実情に即した要望事項については、各支部ごとに、必要な機関・団体に対して

それらに関する要望活動を行う。（特に、中核市行政に配慮した内容等については、本要望事項を

基に付加して行う。）

＊各支部ごとの要望書には、県会長名と支部長名を併記する。

３ 要望内容

１ 本県（当地区）学校教育の復興・充実のため、国（・県）との連携の下、将来を見据え、さらなる

教育諸条件の整備・充実に努めていただきたい。

(1) 豊かで活力のある「誰一人も取り残さない」社会の実現のため、学習指導要領を踏まえた持続可

能な開発のための教育ESD・SDGsを積極的に推進していただきたい。また、第７次福島県総合教育計

画の具現化のために、十分な教育予算の確保に努めていただきたい。

(2) 行政・教育関係団体・地域等が連携して持続可能な学校への支援体制を整備するとともに、教員

の魅力を積極的・計画的に発信し、優秀な教員を確保していただきたい。また、引き続き教員を支

えるチーム学校推進のための優秀なスタッフの配置継続と増員に努めていただきたい。

(3) 学力や体力の向上、いじめ、虐待、不登校等生徒指導上の諸問題や健康教育、放射線教育を含め

た震災･防災教育等に対し、課題解決に向けた効果的な施策等を企画・実行していただきたい。特に

SNS等に起因する問題等に対し、部局を超えた横断的な連携体制を確立するとともに、ネットリテラ

シー教育の充実に努めていただきたい。

(4) 施設等の耐震化・老朽化対策を早急に講じるとともに、児童生徒が安全で安心して学べる教育環

境及び施設・設備の充実に努めていただきたい。

２ 年金生活者や高齢者の生活の保障・安定を図るとともに、年金制度及び保険･医療･福祉等の充実、

退職者の再任用や講師の登用等について、関係機関に強く要望していただきたい。

(1) 未だ被災により避難を余儀なくされている年金生活者や高齢者の生活の再建と安定のために、引

き続き特段のご高配をいただきたい。

(2) 公務員制度の一環としての「厚生年金制度」の趣旨を生かし、安定した年金生活が今後とも保障

されるよう、特段のご高配をいただきたい。

(3) 医療保険制度や介護保険制度における高齢者負担軽減についての改革にご高配をいただきたい。

(4) 退職後の生活が保障されるよう、退職者の再任用や講師の登用等について特段のご高配をいただ

きたい。

３ その他

(1) 児童生徒をはじめ学校、地域住民の安心・安全を担保するため、地域の特性を踏まえ、地球温暖化

の影響による自然災害の激甚化や複合的な災害にも多層的に備えることができる実効的な対策を早急

に講じていただきたい。

※ 要望書の提出先の違いによって、要望内容の順序や文言を入れ替える。
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参考資料 令令和和７７年年度度「「要要望望活活動動」」のの方方針針 

１  県事務局の要望活動 

(1)  震災後の要望書は、「東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故」の被災に鑑み、こ

れまで本県教育に携わってきた立場から、学校教育のさらなる充実と会員の生活の再建・安定とい

う喫緊の課題に焦点化・重点化した内容としてきたが、ＩＣＴ化など「児童生徒及び教職員の喫緊

の課題と対応」について、さらには優秀な教員の確保等についても勘案したものとする。 

  ＊今後，状況の変化・推移や現職校長会との教育懇談会における意見等を踏まえて加除修正することもある。 

  (2)  県事務局としての教育に関する要望活動は、県小・中学校長会及び県高等学校長協会等の要望事

項を踏まえ、県教育委員会に対して懇談会形式で行う。 

  (3)  年金・医療などの福祉関係の要望活動は、全国連合退職校長会及び福島県退職公務員連盟と連携、

協力して推進する。 

２  各支部の要望活動 

  (1)  県事務局作成の教育関係要望事項を参考に、各市町村教育委員会教育長に対して具体的な要望活

動を行う。 

  (2)  県事務局作成の年金・医療保険・介護保険関係要望事項を参考に、各市町村長に対して要望活動

を行う。 

  (3)  各支部・地域の実情に即した要望事項については、各支部ごとに、必要な機関・団体に対してそ

れらに関する要望活動を行う。（特に、中核市行政に配慮した内容等については、本要望事項を基

に付加して行う。） 

    ＊各支部ごとの要望書には、県会長名と支部長名を併記する。 

３ 要望内容    
１  本県（当地区）学校教育の復興・充実のため，国（・県）との連携の下、将来を見据え、さらなる教育諸条件

の整備・充実に努めていただきたい。 

  (1)  豊かで活力のある「誰一人も取り残さない」社会の実現のため、学習指導要領を踏まえた持続可

能な開発のための教育ESD・SDGsを積極的に推進していただきたい。また、第７次福島県総合教育

計画の具現化のために、十分な教育予算の確保に努めていただきたい。 

  (2)  行政・教育関係団体・地域等が連携して持続可能な学校への支援体制を整備するとともに、教員

の魅力を積極的・計画的に発信し、優秀な教員を確保していただきたい。また、引き続き教員を支

えるチーム学校推進のための優秀なスタッフの配置継続と増員に努めていただきたい。 

 (3)  学力や体力の向上、いじめ、虐待、不登校等生徒指導上の諸問題や健康教育、放射線教育を含め

た震災･防災教育等に対し、課題解決に向けた効果的な施策等を企画・実行していただきたい。特

にSNS等に起因する問題等に対し、部局を超えた横断的な連携体制を確立するとともに、ネットリ

テラシー教育の充実に努めていただきたい。 
  (4)  施設等の耐震化・老朽化対策を早急に講じるとともに、児童生徒が安全で安心して学べる教育環

境及び施設・設備の充実に努めていただきたい。 

２  年金生活者や高齢者の生活の保障・安定を図るとともに、年金制度及び保険･医療･福祉等の充実、退職

者の再任用や講師の登用等について、関係機関に強く要望していただきたい。 

(1)  未だ被災により避難を余儀なくされている年金生活者や高齢者の生活の再建と安定のために、引

き続き特段のご高配をいただきたい。 
(2)  公務員制度の一環としての「厚生年金制度」の趣旨を生かし、安定した年金生活が今後とも保障

されるよう，特段のご高配をいただきたい。 
(3)  医療保険制度や介護保険制度における高齢者負担軽減についての改革にご高配をいただきたい。 
(4)  退職後の生活が保障されるよう、退職者の再任用や講師の登用等について特段のご高配をいただ

きたい。 

３ その他 

(1)  児童生徒をはじめ学校、地域住民の安心・安全を担保するため、地域の特性を踏まえ、地球温暖

化の影響による自然災害の激甚化や複合的な災害にも多層的に備えることができる実効的な対策を

早急に講じていただきたい。 
※ 要望書の提出先の違いによって、要望内容の順序や文言を入れ替える。 
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参参考考資資料料  県県大大会会及及びび体体験験発発表表支支部部      平成２１年度以降 

  

年度 回 県     北 県  中  南 会     津 浜   

２１ ４５ 

アウトドアライフを

楽しむ 

伊達 

新しい自分との出会い
好奇心，興味，創造の悦び 

東白川 

国登録有形文化財『奥

会津臣の郷』だより 

南会津 

南南相相馬馬大大会会  
 

サンライフ南相馬 

２２ ４６ 

二二本本松松大大会会  
 

二本松御苑 

朝河正澄氏について 

 

郡山 

猪苗代湖のしぶき 

氷の発見と広報活動  

耶麻 

青少年の心に平和の砦を

築く活動 

いわき 

２３ ４７ 会会津津大大会会  東東日日本本大大震震災災にによよりり中中止止  

２４ ４８ 

菊に魅せられて 

 

安達 

楽しく・かしこく・元

気よく 

西白河 

会会津津大大会会  
 

会津若松ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

東日本大震災・原発事故

と長期避難生活 

双葉 

２５ ４９ 

福島支部のクラブ活

動と私の実践 

福島 

東東白白川川大大会会  
  

棚倉町文化センター 

「八重の桜」余談・会

津藩秘話 

北会津 

3.11 こども文庫 

「にじ」の開設と現状 

相馬 

２６ ５０ 

高子二十境巡り 

 

伊達 

若者と仕事 
未来に生きる若者達のために 

石川 

趣味を生かしての囲碁

指導 

両沼 

創創立立５５００年年記記念念  

いいわわきき大大会会  
ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄﾊﾜｲｱﾝｽﾞ 

２７ ５１ 
伊伊達達大大会会  
 

伊達市ふるさと会館 

国際理解とボランティ

ア 

田村 

退職後の生きがいは大

正琴 

南会津 

学校支援ボランティアの

会 

いわき 

２８ ５２ 

日展への道 

 

安達 

会員の学校支援活動 

 

岩瀬 

会会津津大大会会  
（耶麻支部担当） 

会津若松ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

双葉の灯は消さない！ 

 

双葉 

２９ ５３ 

信夫野讃歌 

 

福島 

石石川川大大会会  
 

ホテル八幡屋 

地区会員の学校支援活

動 

耶麻 

南相馬市復興への道のり

の中で 

相馬 

３０ ５４ 

共に生きる社会を創

る 

伊達 

学校等支援ボランティ

アバンクの活動 

東白川 

魅力ある指導者をめざ

して 

北会津 

相相馬馬大大会会  
 

ﾌﾛｰﾗ・ｹﾞｽﾄﾊｳｽ ﾌｪﾘｰﾁｪ 

３１ 

元 
５５ 

福福島島大大会会  
 

ﾎﾃﾙ福島ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ 

健康づくりをめざすク

ラブ活動のあり方 

郡山 

「学校の応援団」ボラ

ンティアによる学校支

援活動     両沼 

人権擁護委員としての１

５年 

いわき 

２ 

５６ 

令令和和２２年年度度開開催催予予定定のの会会津津大大会会はは新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染拡拡大大にによよりり１１年年延延期期  

令令和和３３年年度度にに書書面面開開催催，，全全会会員員にに要要項項配配付付  

３ 

中国内モンゴル自治

区植樹行 

安達 

住民が楽しく生き生き

と活動する姿を求めて 

西白河 

会会津津大大会会  
（両沼支部担当） 

【書面開催】 

あれから１０年の今と未

来 

双葉 

４ 

５７ 

令令和和４４年年度度開開催催予予定定のの郡郡山山大大会会はは新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染拡拡大大にによよりり１１年年延延期期  

令令和和５５年年度度にに開開催催  

５ 

リタイヤ後は, 

利他 Years! 

福島 

郡郡山山大大会会  

  
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 

「日本遺産 御蔵三十

三観音」を取材して 

南会津 

本事業所における障がい

者就労支援の現状と課題      

相馬 

 

６ 

 

５８ 

創創立立 6600 年年記記念念  

二二本本松松大大会会 

二本松御苑 

石川町歴史民俗資料館

移転オープンにあたっ

て       石川 

「人づくりの指針」へ

の関わりを通して       

耶麻 

富士山の見える阿武隈の

山々 

いわき 

７ ５９ 

写真人生 

「かきくけこ」      

        伊達 

支部の現状と活性化に

向けた課題～会員の交流

を軸とした持続可能な会活動

を目指して～    田村     

会会津津大大会会  
(南会津支部担当) 

      御蔵入交流館 

「震災と事故後 14 年、 

双葉の今」        

双葉 

８ ６０ 
 

安達 
（県中南ブロック） 
西白河支部が主管 

 

       北会津 

 

                相馬 

９ ６１         福島         岩瀬         両沼 （浜ブロック） 
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大大会会役役員員・・大大会会実実行行委委員員  

  

  

◇◇大大会会顧顧問問 福島県公立学校退職校長会  顧 問  佐 藤 昌 志  小 野 孝 雄 

                         室 井 君 男  佐 藤 俊市郎 

  

◇◇大大会会会会長長     同         会 長  福 士 寛 樹 

 

◇◇大大会会副副会会長長    同         副会長  蓬 田 吉 穂  須 田 元 大 

                         菊 池 芳 次  林   宗一郎 

                         坂 爪 靖 夫 

 

◇◇大大会会実実行行委委員員長長  同   南会津支部 支部長  齋 藤 修 一 

 

◇◇大大会会実実行行副副委委員員長長 同   北会津支部 支部長  菊 池 芳 次 

          同   耶 麻支部 支部長  阿 部 充 也 

          同   両 沼支部 支部長  目 黒 健一郎 

                     

◇◇大大会会実実行行委委員員  

係   名 委 員 氏 名  （◎ 統括責任者） 

総   務 ◎ 星   裕次郎 

庶   務  佐 藤 誠 一    星   英 雄 

会   計 ◎ 大 塚 聖 子 

進   行 ◎ 橘   成 美    山 本 恭 士 

会   場 
◎ 馬 場 永 好    佐 藤 淳 一    星   賢 二 

  室 井 辰 生 

受   付 ◎ 星   弘 明    渡 部 キヨ子    高 橋 弘 之 

案   内    玉 川 邦 夫    吉 津 政 一    星   秀 司 

接   待  星   尚 子    室 井 榮 子    渡 部 早 苗 

記   録 ◎ 田 中 昭 一    小 林 宗 一    星   俊 夫 
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福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会役役員員  

 

顧   問  佐 藤 昌 志  小 野 孝 雄  室 井 君 男  佐 藤 俊市郎 

 

会   長  福 士 寛 樹 
 

副 会 長  蓬 田 吉 穂  須 田 元 大  菊 池 芳 次  林   宗一郎 

        坂 爪 靖 夫 
 

監   事  古 張 金 一  目 黒 健一郎  小野田 敏 之 

 

 

評 議 員   

（福 島）鈴 木 昭 雄  持 地 隆 一 （伊 達）蓬 田 吉 穂  高 橋   孝 

（安 達）佐 藤 英 之  渡 部 祐 司 （郡 山）村 上 利 行  皆 川   晃 

（岩 瀬）須 田 元 大  薄 井 英 一 （石 川）内 田 賢 壽  矢 吹 伸 一 

（田 村）管 野 正 秀  高 橋 秀 章 （西白河）鈴 木 且 雪  角 田 彰三郎 

（東白川）古 張 金 一  永 山 陽 一 （北会津）菊 池 芳 次  佐 藤 清 美 

（耶 麻）阿 部 充 也  大 場 健 哉 （両 沼）目 黒 健一郎  山 口   健 

（南会津）齋 藤 修 一  星   裕次郎 （相 馬）林   宗一郎  午 來 勝 顕 

（双 葉）小野田 敏 之  鈴 木 孝 彦 （いわき）沢   宏 一  村 田   哲 

 

 

理   事   峯 島 和 彦  浅 野 テル子  安 田 喜市郎  野 崎 修 司 

        勝 見 五 月  渡 辺 勝 則  長 岐   博  小檜山 宗 浩 

  吉 田   務  宍 戸 弘 治 

      

 

常 任 理 事  事務局長  鈴 木   博 

（事 務 局）  事務局次長 内 藤 良 行 

       総 務 部  内 藤 良 行(兼)  大和田   修    原   美 子 

         高 橋 正 之    中 村   徹 

  会 計 部  吉 岡 映 子    根 本 幸 枝 

       調 査 部  橘 内   薫    佐 藤 秀 雄 

       広 報 部  二 瓶 洋 允     佐 藤 洋 一 
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福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会役役員員  
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理   事   峯 島 和 彦  浅 野 テル子  安 田 喜市郎  野 崎 修 司 

        勝 見 五 月  渡 辺 勝 則  長 岐   博  小檜山 宗 浩 

  吉 田   務  宍 戸 弘 治 

      

 

常 任 理 事  事務局長  鈴 木   博 

（事 務 局）  事務局次長 内 藤 良 行 

       総 務 部  内 藤 良 行(兼)  大和田   修    原   美 子 

         高 橋 正 之    中 村   徹 

  会 計 部  吉 岡 映 子    根 本 幸 枝 

       調 査 部  橘 内   薫    佐 藤 秀 雄 

       広 報 部  二 瓶 洋 允     佐 藤 洋 一 
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福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会会会則則  
 

（名称・事務所） 

第 1 条 この会は，福島県公立学校退職校長会と称

し，事務所を会長が指定する所に置く。 

（目的） 

第２条 この会は，会員相互の旧交をあたため，生

活の向上を図るとともに，本県ならびにわが国教

育の向上につとめることをもって目的とする。 

（事業） 

第３条 この会は，前条の目的を達成するため，次

の事業を行う。 

  会員の親睦会，機関紙の発行，会員の互助慶 

弔，会員の経済的社会的地位の向上，教育振興 

のための社会活動，その他本会の目的達成のた 

め必要な事項。 

（組織） 

第４条 この会の会員は、福島県の公立学校長職に

あった退職者、および役職(校長)定年者をもって

組織する。 

  さらに、現職にある公立学校長を賛助会員とす

ることができる。 

（役員） 

第５条 この会に次の役員をおく。 

  会長１名，副会長５名，監事３名，評議員若干

名，理事若干名 

（役員の選出及び任期） 

第６条 会長・副会長・監事は評議員会で，会員の

中から選出する。 

  評議員は，各支部から２名を選出する。うち 

１名は支部長をこれに充てる。 

  理事は，会長が委嘱する。 

  役員の任期は２年とし再任を妨げない。補欠 

役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

  役員の任期が終了しても，後任役員が定まら 

ないうちは，なおその職務を行うものとする。 

（役員の任務） 

第７条 会長は会務を総理し本会を代表する。 

 副会長は会長を補佐し，会長事故有るときは，あ

らかじめ会長の定める順序でその職務を代理す

る。監事は会計を監査する。評議員は会員を代表

して会務を審議し，これを議決する。理事は会務

を処理する。 

（顧問） 

第８条 この会に顧問をおくことができる。顧問 

 は評議員会で推薦し，会長の諮問にこたえる。 

（事務局） 

第９条 この会に事務局をおく。事務局の組織は別

にこれを定める。 

 

（会議） 

第 10 条 この会の会議は，評議員会・大会・理事

会・支部長会とする。  

  評議員会は本会の決議機関であって，会則・役

員選出・予算その他重要事項の審議にあたる。 

  大会は毎年１回以上開き，必要な事業を行う。 

  理事会は会務の執行について協議し，これを 

処理する。 

  支部長会は，会務の円滑な執行を図るため，必

要に応じて開催することができる。 

（会計） 

第 11 条 この会の経費は，会費・寄付金等をもっ

てこれに充てる。ただし，満９０歳以上の会員か

らの会費はこれを徴収しない。 

  会費の額は評議員会で決める。 

  この会の会計年度は，毎年４月１日に始まり， 

 翌年３月３１日に終わる。 

（支部） 

第 12 条 この会に次の支部をおく。 

  （福島・伊達・安達・郡山・岩瀬・石川・田村・

西白河・東白川・北会津・耶麻・両沼・南会津・

相馬・双葉・いわき） 

    支部に関することは別にこれを定める。 

（会則改正） 

第 13 条 この会の会則は評議員会の決議によら 

なければ変更することができない。 

（細則） 

第 14 条 この会に必要な細則は理事会でこれを 

定めることができる。 

（施行） 

第 15 条 この会則は昭和４０年４月９日から施 

行する。 

昭和４４年５月２８日改正施行 

昭和４８年６月２５日改正施行 

昭和４９年５月２７日改正施行 

昭和５０年５月３１日改正施行 

昭和５２年５月２８日改正施行 

昭和５４年６月 ２日改正施行 

昭和５７年４月２２日改正施行 

昭和５９年４月２２日改正施行 

昭和６０年４月２６日改正施行 

平成１０年４月２２日改正施行 

平成１２年４月１９日改正施行 

平成１９年４月１９日改正施行 

  令和 ５年 12 月 8 日改正施行（第 4 条役職定年）

ただし，改正後の会則 11 条の施行以前の免除 

 会員については，なお従前の例による。 
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福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会会会則則  
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第 1 条 この会は，福島県公立学校退職校長会と称

し，事務所を会長が指定する所に置く。 

（目的） 

第２条 この会は，会員相互の旧交をあたため，生

活の向上を図るとともに，本県ならびにわが国教

育の向上につとめることをもって目的とする。 
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第３条 この会は，前条の目的を達成するため，次
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組織する。 
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  評議員会は本会の決議機関であって，会則・役

員選出・予算その他重要事項の審議にあたる。 

  大会は毎年１回以上開き，必要な事業を行う。 

  理事会は会務の執行について協議し，これを 

処理する。 

  支部長会は，会務の円滑な執行を図るため，必

要に応じて開催することができる。 

（会計） 

第 11 条 この会の経費は，会費・寄付金等をもっ

てこれに充てる。ただし，満９０歳以上の会員か

らの会費はこれを徴収しない。 

  会費の額は評議員会で決める。 

  この会の会計年度は，毎年４月１日に始まり， 

 翌年３月３１日に終わる。 

（支部） 

第 12 条 この会に次の支部をおく。 

  （福島・伊達・安達・郡山・岩瀬・石川・田村・

西白河・東白川・北会津・耶麻・両沼・南会津・

相馬・双葉・いわき） 

    支部に関することは別にこれを定める。 

（会則改正） 

第 13 条 この会の会則は評議員会の決議によら 

なければ変更することができない。 

（細則） 

第 14 条 この会に必要な細則は理事会でこれを 

定めることができる。 

（施行） 

第 15 条 この会則は昭和４０年４月９日から施 

行する。 

昭和４４年５月２８日改正施行 

昭和４８年６月２５日改正施行 

昭和４９年５月２７日改正施行 

昭和５０年５月３１日改正施行 

昭和５２年５月２８日改正施行 

昭和５４年６月 ２日改正施行 

昭和５７年４月２２日改正施行 

昭和５９年４月２２日改正施行 

昭和６０年４月２６日改正施行 

平成１０年４月２２日改正施行 

平成１２年４月１９日改正施行 

平成１９年４月１９日改正施行 

  令和 ５年 12 月 8 日改正施行（第 4 条役職定年）

ただし，改正後の会則 11 条の施行以前の免除 

 会員については，なお従前の例による。 
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【福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会申申しし合合わわせせ事事項項】 

１．会則第６条（役員の選出及び任期）に関すること          〔平成１５年４月１７日評議員会決議〕 

任期中に副会長（ブロック選出）・監事に欠員が生じた場合には，当該ブロックで選出した者をそれぞれ，その任に充て

るものとする。 

２．会則第１１条（会計）に関すること                 〔平成１６年４月２２日評議員会決議〕 

会員の会費の徴収について，次の２点を１６年度より実施する。 

（１）毎年度，４月１日から５月３１日までに亡くなられた会員の会費は徴収しない。 

（２）心身の障害等で支部会費を免除されている会員については，本会の会費を免除することができる。 

３．会則第４条（組織）に関すること                                  〔平成１９年４月１９日評議員会決議〕 

県外の公立学校長職にあった退職者で，県内に在住し，当該支部が認めた場合は会員となることができる。 

４．会則第３条（事業）に関すること                                  〔平成２０年４月１７日評議員会決議〕 

年度途中緊急の依頼によって，会の事業として引き受けなければならない事態が生じた場合，会長の判断により引き受 

けることができる。ただし，その結果を次年度の評議員会に報告するものとする。 

５．慶弔規定３（弔意）に関すること                                  〔平成３０年４月１７日評議員会決議〕 

会員やその家族等と「やむを得ない事情」で連絡が取れずに，死亡が判明した時には，会費未納期間が２年以内の場合，

会員死亡として弔意を表す。ただし，遺族等からの辞退申し入れがあった場合は，この限りではない。なお，この申し合

わせ事項は，既に心身の障害等で支部会費が免除されている会員及び９０歳以上で会費を免除されている会員には該当し

ない。 

（１）会員継続の意思判断が得られない場合 

（２）本人の所在が不明である場合 

※  会則１０条（会議）に関すること                                  〔平成３１年４月２３日評議員会決議〕 

「支部長会は，会務の円滑な執行を図るため，必要に応じて開催することができる。」とあるが，「当分の間，毎年１回

開催する。」〔平成１６年４月２２日評議員会決議〕を削除する。 

福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会慶慶弔弔規規程程  
  

１．この規程は会則第１４条に基づき慶弔に関する規

程を定める。 

２．会員が９５歳及び１００歳を迎えたときは，記念

品を添えて「賀寿」を贈呈する。その他の慶事に関

しては，特別な場合を除き支部に委ねる。 

３．弔意は次の通りとする。会員死亡の場合，弔辞及

び香典３，０００円を贈る。ただし，元現の会長・

副会長・監事・顧問・支部長・理事に弔辞及び香典

５，０００円を贈る。 

４．必要生じたる場合，会長において裁量し，理事会

に報告する。 

５．この規程は昭和５６年１１月２５日から施行する。 

・昭和５６年４月１４日改正施行 

・平成 ３年１月３０日改正施行 

・平成２２年４月２０日改正施行 

・平成２４年４月２７日改正施行 

 

 

  

 

 

福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会事事務務局局規規程程  
  

１．この規程は，会則第９条，第１４条に基づき，事

務局の組織及び運営に関することを定める。 

２．事務局員は，会長の指名する理事（常任理事とい

う）をもって組織する。 

３．事務局に次の部を置く。 

 （１）事務局長 

 （２）総務部 若干名 

 （３）会計部 若干名 

 （４）調査部 若干名 

 （５）広報部 若干名 

４．事務局の任務は，おおむね次のとおりとする。 

  事務局長は，会長の命を受けて事務局を総括する。 

  総務部は，総務関係事務を処理する。 

  会計部は，会計関係事務を処理する。 

  調査部は，調査関係事務を処理する。 

  広報部は，会報等広報関係事務を処理する。 

５．必要に応じ本会の運営及び事務処理について協議

するため，事務局会を開く。 

６．この規程は昭和５６年１１月２５日から施行する。 

・平成 ９年４月改正施行 

・平成２５年３月改正施行 
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福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会旅旅費費にに関関すす

るる規規程程  
第第１１ この規程は会則第１４条に基づき，旅費に関する

必要な事項を定め，会務の円滑な運営に資するとと

もに，会費の適正な支出を図ることを目的とする。 

第第２２ 本会の役員が会務を遂行するために自宅を離れ用

務地に移動したときは，当該役員に旅費を支給する。 

２２ 旅費の種類は鉄道賃･車賃，日当，宿泊料，その他

用務に必要な費用とする。 

第第３３ 支給する鉄道賃・車賃の基準は次のとおりとする。 

（１） JR等の電車（新幹線含む）・バス等の交通機関

を利用する場合は，その鉄道賃・車賃の実費を支

給する。 

（２）私有自動車を使用した場合，車賃は次のとおり

とする。 

① 単独で使用する場合は，１km当り２５円で計算

する。 

② 同乗者と共に使用する場合は，１km当り４０円

で計算する。ただし，同乗者には車賃を支給しな

い。 

③ 高速道を使用した場合は，その料金を別途支給

する。ただし，片道の走行距離が３０km以上の場

合とする。 

第第４４ 日当は，用務の日数に応じ１日当りの定額により

支給する。 

２２ 次の各号に該当する用務の日当は，１日当り 

 １，０００円とする。 

（１）会則第１０条に定める会議（評議員会・県大会・

理事会（事務局会を含む）・支部長会） 

（２）監査会 

（３）全連退理事会及び総会，副会長会，事務局長会 

（４）東北地区退職校長会協議会 

（５）その他会長が必要と認める用務 

第第５５  宿泊を伴う用務については，宿泊に要した費用の

実費を支給する。その際，宿泊費の上限は，一泊に

ついて１０，０００円とする。 

第第６６  その他用務に必要な費用は，全連退総会，東北地

区退職校長会協議会の参加費を含み，当該用務の参

加費の実費を支給する。 

第第７７  この規程は，平成２１年４月２１日から施行する。 

 

 

附附  則則    

平成２７年４月２７日改正施行 

平成２９年３月１０日一部改訂４月１日施行 

 

 

 

 

福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会「「ぬぬくくももりり

基基金金」」規規程程  

１１．．名称 

福島県公立学校退職校長会（以下「本会」という）

に基金を置き，「ぬくもり基金」（以下「基金」という）

と称する。 

２２．．目的 

基金は，東日本大震災及び東京電力福島第一原子力

発電所事故の被災により，本会運営の困難な情況に対

応するために助成することを目的とする。 

３３．．原資 

基金の原資として，秋田県退職校長会から寄せられ

た支援金及び同様な目的のために寄せられた支援金・

義援金や寄付金をもって充てる。 

４４．．委員会 

本会事務局に若干名からなる「ぬくもり基金運用委

員会」を設置する。委員は会長が任命し，委員長は互

選とする。委員長は，運用全体を統括する。 

５５．．運用 

基金の運用は，別に定める「ぬくもり基金運用要綱」

に従って「ぬくもり基金運用委員会」が行う。 

６６．．報告 

「ぬくもり基金運用委員会」は，基金運用事業につ

いて毎年評議委員会に報告する。 

附附  則則  この規程は平成２７年４月２７日より施行す

る。 

福福島島県県公公立立学学校校退退職職校校長長会会「「ぬぬくくももりり

基基金金」」運運用用要要綱綱  
１１．．助成対象 

助成対象は以下のいずれかに当てはまる事業とする。 

（１）県大会の運営に関すること 

（２）東北地区協議会に関すること 

（３）緊縮予算の補填に関すること 

（４）その他「ぬくもり基金運用委員会」が必要と認

めた事業 

２２．．助成金額 

１件に関する助成金額を，原則として６万円以内と

する。 

３３．．助成件数 

助成件数は原則として年間３件以内とする。 

４４．．助成選定 

助成対象の選定は，「ぬくもり基金運用委員会」が

行う。選定結果を事務局会に報告し，会長の承認をも

って最終決定とする。 

５５．．成果報告 

助成を受けた事業については，終了後に事業報告書

（別紙）を提出する。 

附附  則則  

この要綱は，平成２７年４月２７日より施行する
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